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証券コード　3490
2019年５月15日

株　主　各　位
埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計
代表取締役社長 松 本 俊 人

第30回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第30回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の
株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年５
月29日（水曜日）午後５時30分までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１． 日 時 2019年５月30日（木曜日）午前10時　(受付時間 午前９時30分)
２． 場 所 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号

株式会社アズ企画設計　本社２階会議室
３． 目 的 事 項

報 告 事 項 第30期（2018年３月１日から2019年２月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役３名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎本招集通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネ
　ット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.azplan.co.jp/）に掲載しております。
　　①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　　②　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
　https://www.azplan.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎本株主総会終了後、当社の事業展開等をよりよくご理解いただくため、同会場にて事業説明会を開催いたしますので、
　引き続きご参加下さいますようお願い申しあげます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで )

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、引き続き好調な企業業績を背景にして、企業の設備投資
や雇用、所得環境が改善しており、台風や地震などの自然災害による一時的な経済活動の落ち
込みがあったものの、全体としては緩やかな回復基調が続いております。その一方で、米中貿
易摩擦の影響や米国の利上げに対する懸念に加え、英国におけるEU離脱交渉の難航等、世界経
済の先行きには不透明感が強まっております。
　当社の属する不動産業界におきましては、日銀による金融緩和政策の継続や雇用環境の改善、
インバウンド需要の拡大などを背景に、堅調に推移いたしました。
　このような状況のもと、当社は、主力である不動産販売事業を中心に、不動産賃貸事業、不
動産管理事業による安定収益基盤を強化し更なる収益機会の拡大を図ってまいりましたが、昨
年に顕在化した一部金融機関による不適切な融資問題等を原因とする融資姿勢の厳格化の影響
により、不動産販売事業が当初計画を下回りました。
　この結果、当事業年度の業績として、売上高は5,296,866千円（前期比16.9％減）、営業利
益は293,345千円（同26.8％減）、経常利益は247,924千円（同29.7％減）、当期純利益は
198,554千円（同27.5％減）となりました。
　セグメント別の業績は次のとおりであります。
（不動産販売事業）
　不動産販売事業におきましては、主に中古物件を購入しリーシングやリノベーションを行い、
付加価値を高めたうえで不動産投資家への販売を手掛けてまいりました。当事業年度は、レジ
デンス11棟、店舗付きレジデンス４棟、区分店舗２件、オフィスビル１棟、寮１棟、保養所１
棟、土地１件を売却いたしました。その結果、当事業年度における売上高は4,456,885千円
（前期比20.4％減）、セグメント利益は395,555千円（同24.2％減）となりました。
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（不動産賃貸事業）
　不動産賃貸事業におきましては、従来より安定的に収益を上げている貸しコンテナ、コイン
パーキング、その他オーナーより借り上げている中古不動産等に加え、東北での復興事業者向
け宿泊施設としてのビジネスホテルの運営による収益の増加により、賃料収入等が増加いたし
ました。その結果、当事業年度における売上高は689,921千円（前期比4.7％増）、セグメン
ト利益は100,429千円（同80.7％増）となりました。
（不動産管理事業）
　不動産管理事業におきましては、既存顧客に対する管理サービスの向上に努めるとともに、
安定収入を増やすべく、販売した投資用不動産の管理受託にも取り組んでまいりました。その
結果、当事業年度における売上高は150,059千円（前期比30.3％増）、セグメント利益は
33,543千円（同5.8％減）となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は8,092千円で、その主なも
のは次のとおりであります。
イ．当事業年度中に完成した主要設備

不動産賃貸事業　コインパーキング東新宿の新規開設
ロ．当事業年度において継続中の主要設備の新設、拡充

不動産賃貸事業　アイルーム釜石鵜住居・大槌設備の新設
不動産賃貸事業　シェアオフィス山田ビル設備の新設

③　資金調達の状況
　当事業年度中においては、2018年３月29日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）
市場への上場に伴う公募増資、第三者割当増資、自己株式の処分及びストック・オプションの
行使により、総額479,937千円の資金調達を行いました。
　また、金融機関より販売用不動産投資資金及び運転資金として総額で5,297,800千円の借入
と、以下のとおり、社債発行を行い、総額で450,000千円の資金調達を行いました。

会 社 名 発 行 銘 柄 発 行 日 発 行 総 額 償 還 期 日

当社 第９回無担保社債 2018年３月30日 200,000千円 2025年３月28日

当社 第10回無担保社債 2018年６月29日 50,000千円 2021年６月29日

当社 第11回無担保社債 2018年９月28日 200,000千円 2023年９月28日
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 27 期
(2016年２月期)

第 28 期
(2017年２月期)

第 29 期
(2018年２月期)

第 30 期
(当事業年度)
(2019年２月期)

売 上 高(千円) 2,883,749 4,742,250 6,376,023 5,296,866

経 常 利 益(千円) 26,871 259,452 352,742 247,924

当 期 純 利 益(千円) 6,729 156,832 274,035 198,554

１株当たり当期純利益 (円) 9.61 224.05 391.48 215.68

総 資 産(千円) 3,562,858 4,417,980 5,257,188 6,419,493

純 資 産(千円) 374,153 531,144 805,331 1,483,406

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 534.50 758.78 1,150.47 1,559.91

（注）2017年11月１日付で普通株式１株につき500株の割合をもって株式分割を行っております。
第27期（2016年２月期）の期首に当該分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益
及び１株当たり純資産額を算定しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
　　該当事項はありません。

⑷　対処すべき課題
　不動産市場においては、日銀による金融緩和政策の継続や雇用環境の改善、インバウンド需要
の拡大などを背景に、堅調に推移いたしましたが、昨年に顕在化した一部金融機関による不適切
な融資問題等を原因とする融資姿勢の厳格化の影響により、先行不透明な状況にあります。
　このような状況下における、当社の事業別の課題は、以下のとおりであります。
①　不動産販売事業

　付加価値を生み出す開発力を高めることが当面の課題であると認識しております。物件の付
加価値を向上させて収益力を高めるには、難易度の高いバリューアップが必要となるため、ノ
ウハウの蓄積及び人材育成、組織力強化を進めてまいります。また、当該事業においては資金
需要が旺盛であり、かつ機動的な資金も必要であるため、多様な資金調達手段を確保し、更な
る財務基盤の強化を進めてまいります。
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②　不動産賃貸事業
イ．不動産賃貸領域

　中古物件を借り上げ、又は取得し、リニューアルにより高収益が得られる不動産に再生す
る力を継続的に高めることが当面の課題であります。そのためには、企画力・開発力・デザ
イン力を強化し、バリューアップできる対象物件・手法の拡大をしてまいります。

ロ．空間再生領域
　賃貸住宅の空室率が増加する中で、他物件と差別化できるリノベーション提案力、物件の
選定力を高めることが当面の課題であります。そのためには、取引先との関係を強化しリノ
ベーション提案力を高めることと、物件選定力を高めるための人材育成を進め、長期不稼働
になっている建物や遊休地を保有する不動産所有者から所有不動産の再生利用を受託できる
能力の強化を進めてまいります。

ハ．ビジネスホテル領域
　建築コストが高騰する中で、ビジネスホテルを建築、運営して収益を上げていくために、
建築コストを削減する努力が必要であると認識しております。そのため、当社ではホテルの
建築において建築工期の短縮と低コストでの建築を可能とするモジュール工法を採用してお
ります。また、質の高いサービスの提供に努めることにより、それにふさわしい販売単価の
上昇による収益性の向上を図ることも課題であると認識しております。そのためには、顧客
ニーズの調査を常に行い顧客満足度を高めるサービス提供を進めてまいります。

③　不動産管理事業
　顧客である不動産所有者より信頼して不動産管理を任せて頂けるよう、不動産関連知識のさ
らなる向上に努めてまいります。
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⑸　主要な事業内容（2019年２月28日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

不 動 産 販 売 事 業 不動産の買取再生販売事業を行っております。

不 動 産 賃 貸 事 業 マンション・事務所等の賃貸やトランクルーム、貸しコンテナ、コインパー
キング、ビジネスホテルの運営等を行っております。

不 動 産 管 理 事 業 不動産のプロパティマネジメント事業を行っております。

⑹　主要な営業所及び工場（2019年２月28日現在）
本 社 埼玉県川口市
東 京 支 社 東京都千代田区
ア イ ル ー ム 高 田 竹 駒 岩手県陸前高田市
ア イ ル ー ム 南 三 陸 宮城県本吉郡南三陸町
ア イ ル ー ム 釜 石 鵜 住 居 岩手県釜石市
ア イ ル ー ム 大 槌 岩手県上閉伊郡大槌町

⑺　使用人の状況（2019年２月28日現在）
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

51名 11名増 37.1歳 ２年7ヶ月
（注）　従業員数には、パートタイマー16名は含まれておりません。

⑻　主要な借入先の状況（2019年２月28日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 足 利 銀 行 802,800　千円
城 北 信 用 金 庫 761,940
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 755,821
株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 420,464
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 416,000

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　当社は、2018年３月29日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）に上場いた
しました。
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２．株式の状況（2019年２月28日現在）
⑴　発行可能株式総数      3,200,000株
⑵　発行済株式の総数      951,000株（自己株式45株を含む）

（注）１．公募増資により、発行済株式総数は100,000株増加しております。
２．第三者割当増資により、発行済株式総数は40,500株増加しております。
３．ストック・オプションの行使により、発行済株式総数は10,500株増加しております。

⑶　株主数 849名
⑷　大株主（上位11名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
松 本 俊 人 430,000株 45.22％
合 同 会 社 ヒ ト プ ラ ン
代 表 社 員 　 松 本 俊 人 200,000 21.03
古 井 　 力 12,500 1.31
清 田 貴 臣 10,000 1.05
重 村 尚 史 9,000 0.95
中 　 川 　 修 一 郎 7,000 0.74
巌 　 希 哲 5,800 0.61
茅 野 泰 士 5,300 0.56
藤 原 真 市 5,100 0.54
植 竹 勝 治 5,000 0.53
西 村 静 夫 5,000 0.53

（注）持株比率は自己株式（45株）を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2017年１月16日

新 株 予 約 権 の 数 9個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 4,500株
(新株予約権１個につき500株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して出資される
財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
96,000円

(１株当たり　192円)

権 利 行 使 期 間 2019年１月17日から
2025年１月16日まで

行 使 の 条 件 （注）１

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 9個
目的となる株式数 4,500株
保有者数 1名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名

監 査 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名

（注）１．新株予約権の行使条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の役員又は従業員の地位にあること

を要す。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めない。
③新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。

ア．2019年１月16日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができ
ない。
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イ．2019年１月17日から2022年１月16日までは、割り当てられた新株予約権の40％について権利
行使することができる（権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これ
を切り上げるものとする。）。

ウ．2022年１月17日から2024年１月16日までは、割り当てられた新株予約権の70％について権利
行使することができる（前記イにおいて権利行使することが可能となっている40％を含む。なお、
権利行使可能となる新株予約権の数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとす
る。）。

エ．2024年１月17日から2025年１月16日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権
利行使することができる。

④その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第２回新株予約権割当契
約書」で定めるところによる。

２．2017年10月13日開催の取締役会決議により、2017年11月１日付で普通株式１株につき500株の株
式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の行
使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等の状況
　　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（2019年２月28日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 松 本 俊 人 合同会社ヒトプラン代表社員

専 務 取 締 役 小 尾 　 誠 管理部長

取 締 役 柗 田 由 貴
サンライズ法律事務所パートナー
公益財団法人一橋大学後援会監事
株式会社日本アクア社外取締役

常 勤 監 査 役 鳥 羽 徹 三

監 査 役 中 村 勝 典
シティア公認会計士共同事務所所長
株式会社マースグループホールディン
グス社外取締役
株式会社はてな社外監査役

監 査 役 大 山 　 亨

有限会社セイレーン代表取締役
株式会社トラスティ・コンサルティング
代表取締役
ウインテスト株式会社社外取締役（監査
等委員）
ＩＧ証券株式会社社外監査役
株式会社アールエイジ社外取締役（監査
等委員）
株式会社イオレ社外監査役
フィンテックグローバル株式会社社外
監査役

（注）１．当事業年度中に辞任した者は以下のとおりであります。
辞任時の会社における地位 氏 名 辞任時の担当および重

要 な 兼 職 の 状 況 辞 任 日

常 務 取 締 役 磯 部 和 夫 企 画 開 発 部 管 掌 2018年11月10日
２．取締役柗田由貴氏は、社外取締役であります。
３．常勤監査役鳥羽徹三氏、監査役中村勝典氏及び監査役大山亨氏は、社外監査役であります。
４．常勤監査役鳥羽徹三氏は、長年にわたり上場会社での社内管理業務経験をとおし、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。
５．監査役中村勝典氏は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
６．監査役大山亨氏は、証券会社の公開引受部や株式上場コンサルタントとして、長年、株式公開指導に

当たっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
７．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

⑶　取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

4名
（1）

56,100　千円
（2,100）

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

3
（3）

9,750
（9,750）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

7
（4）

65,850
（11,850）

（注）１．上記には、2018年11月10日に辞任した取締役１名を含んでおります。
２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、2018年５月30日開催の第29回定時株主総会において、年額300百万円以内

（うち社外取締役分30百万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いた
だいております。

４．監査役の報酬限度額は、2015年５月26日開催の第26回定時株主総会において、年額30百万円以内
と決議いただいております。

⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役柗田由貴氏は、サンライズ法律事務所パートナー、公益財団法人一橋大学後援会監事、
並びに株式会社日本アクア社外取締役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間には、
特別な関係はありません。

・監査役中村勝典氏は、シティア公認会計士共同事務所所長、株式会社マースグループホール
ディングス社外取締役、並びに株式会社はてな社外監査役を兼職しております。なお、当社
と兼職先との間には、特別な関係はありません。

・監査役大山亨氏は、有限会社セイレーン代表取締役、株式会社トラスティ・コンサルティン
グ代表取締役、ウインテスト株式会社社外取締役（監査等委員）、ＩＧ証券株式会社社外監
査役、株式会社アールエイジ社外取締役（監査等委員）、株式会社イオレ社外監査役、並び
にフィンテックグローバル株式会社社外監査役を兼職しております。なお、当社と兼職先と
の間には、特別な関係はありません。
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②　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 柗 田 由 貴
当事業年度に開催された取締役会19回のうち全てに出席いたしまし
た。主に弁護士としての豊富な経験と専門的見地に基づき、必要に応
じ当社の経営上有用な指摘及び発言を行っております。

常 　 勤
監 査 役 鳥 羽 徹 三

当事業年度に開催された取締役会19回、監査役会13回の全てに出席い
たしました。主に事業会社の役員としての経験を踏まえた豊富な経験
と見識に基づき、特にガバナンス、コンプライアンスの観点から有用
な助言・発言を行っております。

監査役 中 村 勝 典
当事業年度に開催された取締役会19回、監査役会13回の全てに出席い
たしました。公認会計士としての豊富な経験と専門的見地から、意思
決定の妥当性、適正性を確保するための助言・発言を行っております。

監査役 大 山 　 亨

当事業年度に開催された取締役会19回、監査役会13回の全てに出席い
たしました。株式上場コンサルタントとしての豊富な経験と専門的見
地から、必要に応じて市場の動向・経営管理等について助言・提言を
行っております。

５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

 

（注）新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日をもって、EY新日本有限責任監査法人に名称を変更してお
ります。

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,000　千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,000
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。
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⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

６．会社の支配に関する基本方針
　当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大
化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
　現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を
注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、持続的な成長と企業価値の向上は株主共通の利益であるという前提に立ち、継続的かつ
安定的な配当を実施するとともに、事業の発展及び経営基盤の強化に必要な内部留保を充実させて
いくことを配当の基本方針としております。
　当社の剰余金の配当の回数は、当社定款に基づき、中間配当及び期末配当の年２回を基本として
おります。また、当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余
金の配当等を行うことができる」旨定款に定めております。
　当事業年度の配当につきましては、当期純利益を計上いたしましたが、経営体質及び今後の事業
展開、内部留保の充実を図るために、無配といたしました。
　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業の発展及び経
営基盤の強化を目的とし、不動産販売事業や不動産賃貸事業への投資など戦略的投資に活用してい
きたいと考えております。
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貸　借　対　照　表
（2019年２月28日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
販 売 用 不 動 産
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
商 標 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

4,973,875
1,801,981

38,979
2,993,820

31
1,914

13,500
22,831
32,386
30,874
40,246

△2,690
1,445,618
1,239,190
1,372,107

50,137
1,581

47,416
11,848

△243,901
975
179
548
246

205,452
1,388

472
13,261
26,125

164,207
△2

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 1,474,751

買 掛 金 11,343
短 期 借 入 金 682,697
１年内返済予定の長期借入金 375,073
リ ー ス 債 務 3,190
未 払 金 22,980
未 払 費 用 66,367
未 払 法 人 税 等 46,495
前 受 金 20,079
預 り 金 69,863
賞 与 引 当 金 15,032
株 主 優 待 引 当 金 2,184
そ の 他 159,444

固 定 負 債 3,461,335
社 債 498,500
長 期 借 入 金 2,859,716
リ ー ス 債 務 5,952
資 産 除 去 債 務 55,024
そ の 他 42,141

負 債 合 計 4,936,087
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,483,061
資 本 金 170,608
資 本 剰 余 金 329,328

資 本 準 備 金 150,608
そ の 他 資 本 剰 余 金 178,720

利 益 剰 余 金 983,298
利 益 準 備 金 35
そ の 他 利 益 剰 余 金 983,263

繰 越 利 益 剰 余 金 983,263
自 己 株 式 △173

評 価 ・ 換 算 差 額 等 344
その他有価証券評価差額金 344

純 資 産 合 計 1,483,406
資 産 合 計 6,419,493 負 債 純 資 産 合 計 6,419,493

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,296,866
売 上 原 価 4,243,322
売 上 総 利 益 1,053,543
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 760,197
営 業 利 益 293,345
営 業 外 収 益

受 取 利 息 27
受 取 配 当 金 63
会 費 収 入 4,565
受 取 手 数 料 6,542
そ の 他 2,352 13,551

営 業 外 費 用
支 払 利 息 41,205
社 債 利 息 3,002
社 債 発 行 費 10,399
そ の 他 4,366 58,972

経 常 利 益 247,924
特 別 利 益

受 取 保 険 金 375 375
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 158
減 損 損 失 8,293 8,452

税 引 前 当 期 純 利 益 239,848
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 69,783
法 人 税 等 調 整 額 △28,489 41,293
当 期 純 利 益 198,554

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の会計監査報告　謄本
独立監査人の監査報告書

2019年５月７日
株式会社アズ企画設計

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯 塚  正 貴 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 野 寺  勝 ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アズ企画設計の2018
年３月１日から2019年２月２８日までの第３０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年３月１日から2019年２月28日までの第30期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告書に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条
第1項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
　　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月15日
株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
(社外監査役) 鳥 羽 徹 三 ㊞
社 外 監 査 役 中 村 勝 典 ㊞
社 外 監 査 役 大 山 　 亨 ㊞

以　上

－ 19 －



株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

　当社の事業の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うもので
あります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は、変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
第２条　（現行どおり）

(1)～(8) （条文省略） (1)～(8) （現行どおり）
（新　　設） (9)   国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
（新　　設）

（新　　設）

(10) 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住
宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業

(11) 不動産特定共同事業法に基づく事業
(9)～(12) （条文省略） (12)～(15) （現行どおり）
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第２号議案　取締役３名選任の件
　取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役３名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数

１
ま つ  も と 　 と し  ひ と

松 本 俊 人
(1960年４月９日)

1983年10月 ㈱すかいらーく入社

630,000株

1986年７ 月 ザ・ガーデン㈱入社
1987年７ 月 ㈱アルテカ入社
1988年１ 月 ザ・ガーデン㈱入社
1989年１ 月 日本企画設計㈱入社
1990年１ 月 ㈱セブンプロ入社
19
20

93
14

年
年

５
６

月
月

当社代表取締役社長（現任）
合同会社ヒトプラン設立
代表社員就任（現任）

２
 お 　 　 　 　 び 　 　 　 　 　 　 　 ま こ と

小 尾 　 誠
(1977年11月23日)

2001年12月 ㈲藤木商店入社

3,000株
2004年 ４月 当社入社
2008年 ３月 当社取締役管理部長
2014年 ４月 当社常務取締役管理部長
2016年 ４月 当社専務取締役管理部長（現任）

３
ま つ 　  　 　 だ 　   　 　 ゆ 　 　   　 き

柗 田 由 貴
(1977年４月17日)

2005年10月 弁護士登録

－

2006年10月 独立行政法人中小企業基盤整備機構経
営支援アドバイザー就任（現任）

20
20

16
16

年
年

１
６

月
月

サンライズ法律事務所所属（現任）
公益財団法人一橋大学後援会監事就任
（現任）

2017年３ 月 ㈱日本アクア社外取締役就任（現任）
2017年５ 月 当社社外取締役就任（現任）

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．柗田由貴氏は、社外取締役候補者であります。
３．柗田由貴氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に直接関与された経験はありませ

んが、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、当社の経営に対する有益な提言・助言及び業務執
行の監視監督の強化を遂行するに適任であるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

４．柗田由貴氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結
の時をもって２年となります。
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５．当社は、柗田由貴氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める
最低限度額としており、柗田由貴氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定で
あります。

６．当社は、柗田由貴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任
された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

７．代表取締役社長松本俊人氏の所有する当社の株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプ
ランが保有する株式数も含んでおります。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
株式会社アズ企画設計　本社２階会議室
TEL　048-298-1720

くら寿司

モスバーガー

夢庵

戸塚陸橋

BOOKOFF

武蔵野線

ケンタッキー
フライドチキン

戸塚中台公園

埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
アズ企画設計本社

け
や
き
通
り

東川口駅

交通　ＪＲ武蔵野線｢東川口駅｣　　　　　　南口より　徒歩約７分
埼玉高速鉄道｢東川口駅｣　　　　２番出口より　徒歩約７分
※駐車場のご用意はいたしておりません。お車でのご来場はご遠慮ください。
※ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解下さいます
　ようお願い申し上げます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


